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客鉄道株式会社
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新大阪セン トラルタワー7F

京都府地球温暖化対策条例第18条第 1項 (第18条第2項、第18条第3項)の 規定 り提出

特定事業者の

主たる業種

該当す る軍美

者要件
F 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
スはバス100台以上/タ クシー160台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

7

匠

計 画 期 間 平成 18 年  4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 針 他輸送機関に比べて地家環境保全山で俊れた特性を持つ錬通の特性をさらに向上させるとともに、森遭の懸力を一層
向上させ、より多くのお客様にご利用いただくことで トータルとしての地球環境保全に貢献していく。

推 進 体 制 地球環境委員会、地球環境連絡会を軸 とした全社体制

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

年 度 対象 、 工程 等 回  内  容

19-21 新 幹 線 車 両     麟 盟 慰 苦

べてじ もの初 消費ま低湧を異現する駈型車内N 7 0 0 系を2 峰 医までにセロ区" ヽ する。 ( ″年展

在来線電車
百エ ネ型 の新 型 車 向 を新 た に204向 写 人す る。 この石 乗 在 来線 電 車 の ,ろ 新 型 有 エ ネ型 車 向の 剖 合 は3_4以 上 とな る 手

こ

髄 太陽光発電システム 【097年よワ宗ほ弱 rgF_都 釈のホーム麿飛に離Eし ていうバ不ル向桐 puOoば 、
テムの活用。

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実演 )

(17)年 度
(二開ヒ炭素換第 (1))

日標年度 (計回,

(19)年 度
(二繭 ヒ炭蒸換算 〈t))

劇冴飛卒

(計画)
(%)

A事 業所等排 出区分 6,804 t 6,804 t 00 %

B輸 送車両排 出区分 881,589 t 881,589 t 00 0/e

Cそ の他排出区分 t t
C/b

排出合計 1               888,393 t ト2            388,393 t 00 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二瓢 阪 乗換寡 くt

森林の保全及び整備 (整備面積) ha l (吸収二) t

府内産の木材の利用 lal用重) m。 | (削減室〕 t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電室) kThi (削減量〕 t

(熱供給曇) CJ l (Hl競重) t

グリーン電力の購入 (購入室) kwhi (肖Jテ茂=【) t

削減量等合計 t

差引排出量 基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 肖」滅率 (計画)

Ⅲ1      888.393t“ 421-Kta1         888,393   t 0%

特 記 事 項 1 京 這は他の申遺種間にえ本てエネルイー効幸が高く C92,F出 意' 夕`ない地ポ衆究への負行が夕ない廟返システムで孔 特に、東海道新 幹級 (700

系のぞみ)は 航空機 (8777200)軍 と比べて東京～大阪門の 1回 確めた りのエネルギー
消費量がlj6分 の l d12排 出最では約 10分 の1と 極 めてほれ

た付性 を有 していまえ  て XNA「 環装報告書2m4Jを 参考に当社算出)
2 当 社は、こうした優れた竹性に磨きをかける｀く、よリエネルギー劾寧の高い新型芸両を積福的に開発 投 入してきておリ エ ネルギー消費原革

位 (車両 1面 を思行する額に消費するエネルギー最)に ついて 17年 度末の段階で7年度比12は 改善していまれ これは京寄鑑定寄目標達成計寓
において日が定めている家道のエネルギー効率の目標狂 (恥改害)を 大きく上回る劉覆で汽

3 ま た、環塊径ttLを 有する鉄道をひとりでも多くのお客鶴に選択 利 用いただくことが地球温暖化防止への貫蔽につながると考え、サービスの一

層の向上を図るよう努めていまえ
4 今 後も、エネルギー効率を一届向上させた次世代所幹務革ittr66系の19年夏の営業運転開始に向けた準備を進めるなど 地 球温田 ヒ防止につなが

る取り組みを経凝していきますが、輸送需要の的向などによって列■本数年の増滋があり得ることから 目 標年度の計画営は17年度と同等としていまえ
※退室効果ガス様山係数については rftg定 の数位を使用していま丸

運  給  先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 1該 当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基準年度」とは計画期岡の前年度を、 「目採年度Jと は計画期間の最終年度をいいます。

3「 事業所舎排出区分Jと は、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、 「輸送車両排出区
分Jと は、自動車運送事業者についてlt使用の本担の位置を京都府内とする車両の排出するlE室効果ガスを、鋲道事業者については保有する
貨物車両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを、 「その他排出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生す
る温室効果ガスをいいま抗

4「 特記事項Jに は、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位C02排 出重 省 エネ製品開発など他者の温室
効果ガス排出肯u滋への貢献、グリーン調達の採用、特定フロンなどの条例指定外のrR室効果ガスの削減などを記入してください。


